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平成３１年第２回東栄町議会臨時会 会議録 

 

 

招集年月日  平成３１年２月２８日（木） 開会 午前１０時００分 

閉会 午前１０時０７分 

 

招集場所   東栄町役場 会議室 

 

応招議員  （１０名） 

 １番 伊 藤 久 代    ２番 原 田 安 生  

 ３番 村 本 敏 美    ４番 森 田 昭 夫  

 ５番 加 藤 彰 男    ６番 山 本 典 式  

 ７番 峯 田  明    ８番 柴 田 吉 夫  

 ９番 伊 藤 紋 次   １０番 伊 藤 芳 孝  

 

不応招議員  な し 

 

出席議員   １番 伊 藤 久 代    ２番 原 田 安 生  

 ３番 村 本 敏 美    ４番 森 田 昭 夫  

 ５番 加 藤 彰 男    ６番 山 本 典 式  

 ７番 峯 田  明    ８番 柴 田 吉 夫  

 ９番 伊 藤 紋 次   １０番 伊 藤 芳 孝  

 

欠席議員  な し 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

町 長    村 上 孝 治     副町長    伊 藤 克 明 

教育長    佐々木 尚也     総務課長   内 藤 敏 行 

税務会計課長 前 知 忠 和     振興課長   伊 藤 明 博 

地域支援課長 加 藤 文 一     病院事務長  伊 藤 知 幸 

住民福祉課長 原 田 英 一     経済課長   金 田 新 也 

事業課長   伊 藤 久 司     教育課長   栗 嶋 賢 司 

 

本会議に職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 長 谷 川 伸    書 記 神 谷 純 子 
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出席議員の報告 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定  

日程第３ 議案第２号  

 

 

----- 開 会 ----------------------------------------------------------------- 

 

議長（伊藤芳孝君） 

ただ今の出席議員は 10名でございます。欠席議員はありません。定足数に達していますので、

ただ今から『平成 31 年第２回東栄町議会臨時会』を開会し、ただちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元にご配布申し上げてあるとおりでございます。 

 

 

----- 会議録署名議員の指名 ---------------------------------------------------- 

 

議長（伊藤芳孝君） 

日程第１、『会議録署名議員の指名』を行います。会議録署名議員は会議規則第 123条の規定

により、４番･森田昭夫君、８番･柴田吉夫君の２名を指名します。 

 

 

----- 会期の決定 -------------------------------------------------------------- 

 

議長（伊藤芳孝君） 

日程第２、『会期の決定』を議題といたします。お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日

限りといたしたいと思いますが、これにご異議はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

議長（伊藤芳孝君） 

はい、ご異議なしと認めます。よって会期は、本日限りといたします。 

 

 

----- 議案第２号 ------------------------------------------------------------- 

 

議長（伊藤芳孝君） 

日程第３、議案第２号『平成 30年度一般会計補正予算（第７号）について』の件を議題とい

たします。執行部の説明を求めます。 

（「議長、副町長」の声あり） 

はい、副町長。 

 

副町長（伊藤克明君） 

それでは補正予算の説明をさせていただきます。予算書の１ページをお開きください。議案

第２号 平成 30年度東栄町一般会計補正予算（第７号）について。平成 30年度東栄町一般会計

補正予算（第７号）案を別紙のとおり提出するものとする。平成 31 年２月 28 日提出、東栄町

長 村上孝治。 
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1 枚おめくりください。平成 30 年度東栄町一般会計補正予算（第７号）。平成 30 年度都営長

一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。繰越明許費。第１条、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 123 条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することが

できる経費は、「第１表 繰越明許費」による。第１表 繰越明許費。３款民生費２項児童福祉費、

事業名 新保育園整備事業、金額 100,980千円。 

それでは予算説明書の１ページをお開きください。繰越明許費。３款２項２目、事業名 新保

育園整備事業。委託料 9,720千円、東栄町立保育園建設工事管理業務委託。工事請負費 91,260

千円、東栄町立保育園外構工事。特定財源につきましては、地方債が 91,000千円、一般財源が

9,980千円であります。繰越理由でありますが、新年度に新保育園整備事業の完了が見込めない

ため、翌年度へ予算の繰越をするものであります。詳細につきましては、先の全員協議会でご

説明をさせていただいたとおりでありますが、外構工事の一部が、４月まで工事が延びるため

に予算を繰り越させていただくものであります。よろしくお願いいたします。 

 

議長（伊藤芳孝君） 

議案第２号の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

（「議長、５番」の声あり） 

はい、５番。 

 

５番（加藤彰男君） 

今副町長からお話ありましたように、全員協議会で説明を受けております。その際に発言し

ましたけれども、この工事が延びることに伴って、実際の園児の影響ということで保護者の皆

さんに丁寧な説明をというふうに要望いたしました。その点ではどのような形で対応していた

だけるか、確認としてお願いいたします。 

 

住民福祉課長（原田英一君） 

園から通じてというような話もいたしましたが、まだ集まる場面がございますので、そうい

う時に職員も出て説明をさせていただきたいと思っております。 

 

議長（伊藤芳孝君） 

よろしいですか。他にはございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（伊藤芳孝君） 

はい、以上で質疑を打ち切ります。続いて本案について討論に入ります。討論はございませ

んか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（伊藤芳孝君） 

はい、討論なしと認めます。これより議案第２号の件を採決いたします。お諮りいたします。

本案は原案のとおり決するにご異議はございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（伊藤芳孝君） 

ご異議なしと認めます。議案第２号『平成 30年度一般会計補正予算（第７号）について』の

件は原案のとおり可決されました。 
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----- 閉 会 ------------------------------------------------------------------ 

 

議長（伊藤芳孝君） 

以上で、本臨時会に上程されました案件は議了いたしました。 

これをもちまして『平成 31年第２回東栄町議会臨時会』を閉会いたします。 

 

 

＜１０：０７ 閉会＞ 

 

 

 

 

以上のとおり会議次第を記録し、これを証するため署名する。 

 

 

       東栄町議会議長                  

 

       署名議員                     

 

       署名議員                     


